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省

令

輸
出
貿
易
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
輸
出
貿
易
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

輸
出
貿
易
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
許
可
の
手
続

等
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
た
許
可
の
手
続

等
）

第
一
条
の
二

（
略
）

第
一
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
を
す
る
者

が
前
項
の
入
力
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
者
が

当
該
申
請
を
行
っ
た
日
か
ら
当
該
申
請
に
対
す
る

諾
否
の
応
答
と
し
て
の
通
知
を
受
け
る
日
ま
で
の

期
間
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
当
該
入
力
に
係
る

事
実
を
証
す
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

経
済
産
業
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
を
す
る
者

が
前
項
の
入
力
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請
者
が

当
該
申
請
を
行
つ
た
日
か
ら
当
該
申
請
に
対
す
る

諾
否
の
応
答
と
し
て
の
通
知
を
受
け
る
日
ま
で
の

期
間
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
当
該
入
力
に
係
る

事
実
を
証
す
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣

は
、
申
請
者
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

第
一
項
第
一
号
の
申
請
を
許
可
し
た
と
き
は
別
表

第
三
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
輸
出
許
可
証
に
、
同

項
第
二
号
の
申
請
を
承
認
し
た
と
き
は
別
表
第
四

で
定
め
る
様
式
に
よ
る
輸
出
承
認
証
に
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
旨
を
記
入
し
、
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。

５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣

は
、
申
請
者
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

第
一
項
第
一
号
の
申
請
を
許
可
し
た
と
き
は
別
表

第
三
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
輸
出
許
可
証
に
、
同

項
第
二
号
の
申
請
を
承
認
し
た
と
き
は
別
表
第
四

で
定
め
る
様
式
に
よ
る
輸
出
承
認
証
に
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
旨
を
記
入
し
、
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。

（
申
請
者
の
届
出
）

（
申
請
者
の
届
出
）

第
一
条
の
三

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
力
は
、

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
）
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

を
、
専
用
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
し
、
及
び
事
実
を
証
す
る
書
類
を
経
済
産

業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
届

け
出
た
者
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
三

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
力
は
、

別
表
第
六
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
者
届
出
書

及
び
事
実
を
証
す
る
書
類
を
経
済
産
業
大
臣
に
提

出
す
る
こ
と
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
た
者
が

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

目
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
〇
経
済
産
業
省
令
第
六
十
六
号

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
輸
出
貿
易
管
理
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日

経
済
産
業
大
臣

武
藤

容
治

〔
省

令
〕

〇
輸
出
貿
易
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
経
済
産
業
六
六
）

〔
法
規
的
告
示
〕

〇
災
害
対
策
基
本
法
第
二
条
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
指
定

公
共
機
関
の
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
内
閣
府
一
二
七
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
返
納
を
命
じ
た
旅
券
を
無
効
と
す
る
件

（
外
務
三
九
二
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

（
農
林
水
産
一
四
八
八
〜
一
四
九
五
）

〇
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に
よ

る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法

律
第
五
十
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
特
定
社

会
基
盤
事
業
者
の
住
所
を
変
更
す
る
告
示

（
経
済
産
業
一
四
八
）

〇
信
号
符
字
を
点
附
し
た
件

（
国
土
交
通
九
二
三
）

〇
信
号
符
字
を
取
り
消
し
た
件（
同
九
二
四
）

〇
船
舶
国
籍
証
書
を
無
効
と
し
た
件

（
同
九
二
五
）

特
殊
法
人
等

警
察
共
済
組
合
役
員
の
就
・
退
職
関
係

会
社
そ
の
他

〇
船
舶
国
籍
証
書
が
無
効
と
な
っ
た
件

（
同
九
二
六
）

〇
都
市
再
開
発
法
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画

の
変
更
を
認
可
し
た
件
（
同
九
二
七
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
東
北
地
方
整
備
局
七
六
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
九
州
地
方
整
備
局
一
一
三
）

〇
指
定
暴
力
団
に
係
る
公
示
事
項
の
一
部
に

変
更
が
あ
っ
た
こ
と
の
告
示

（
京
都
府
公
安
委
一
五
六
）

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

内
閣
府

法
務
省

会
計
検
査
院

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法

第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
関
係
労
働
者
を
代

表
す
る
者
の
候
補
者
の
推
薦
に
つ
い
て

（
厚
生
労
働
省
）

日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
省
告
示
配
一
一
一
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁農

業
協
同
組
合
法
第
六
十
四
条
の
二
の
届

出
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
除
権
決
定
、

破
産
、
免
責
、
特
別
清
算
、
再
生
、
所
有

者
不
明
関
係





２

前
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に

変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
の

使
用
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に

そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に

変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織

（
専
用
電
子
計
算
機
と
特
定
入
出
力
装
置
と
を
電

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
使
用
を
廃
止
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
別
表
第
六
で
定

め
る
様
式
に
よ
る
申
請
者
届
出
書
に
そ
の
旨
を
記

入
し
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

輸
入
貿
易
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
通
商
産

業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
二
条
の
三
第
一
項
の
届

出
又
は
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令

（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
第
一
条
の

三
第
一
項
の
届
出
は
、第
一
項
の
届
出
と
み
な
す
。

４

輸
入
貿
易
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
通
商
産

業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
二
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
又
は
貿
易
関
係
貿
易

外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業

省
令
第
八
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
た
届
出
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。

別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
を
削
る
。

（
輸
入
貿
易
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

輸
入
貿
易
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
申
請
者
の
届
出
）

（
申
請
者
の
届
出
）

第
二
条
の
三

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
力
は
、

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
）
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

を
、
専
用
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
し
、
及
び
事
実
を
証
す
る
書
類
を
経
済
産

業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
届

け
出
た
者
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
の
三

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
力
は
、

別
表
第
三
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
者
届
出
書

及
び
事
実
を
証
す
る
書
類
を
経
済
産
業
大
臣
に
提

出
す
る
こ
と
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
た
者
が

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に

変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
の

使
用
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に

そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に

変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織

（
専
用
電
子
計
算
機
と
特
定
入
出
力
装
置
と
を
電

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
使
用
を
廃
止
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
別
表
第
三
で
定

め
る
様
式
に
よ
る
申
請
者
届
出
書
に
そ
の
旨
を
記

入
し
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

輸
出
貿
易
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
通
商
産

業
省
令
第
六
十
四
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項
の
届

出
又
は
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令

（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
第
一
条
の

三
第
一
項
の
届
出
は
、第
一
項
の
届
出
と
み
な
す
。

４

輸
出
貿
易
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
通
商
産

業
省
令
第
六
十
四
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
又
は
貿
易
関
係
貿
易

外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業

省
令
第
八
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
た
届
出
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
さ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
五
条

令
第
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
貨
物
の

範
囲
は
、
無
償
の
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
大

臣
の
指
示
す
る
範
囲
内
の
も
の
と
す
る
。

第
五
条

令
第
十
八
条
第
一
号
に
規
定
す
る
貨
物
の

範
囲
は
、
無
償
の
貨
物
で
あ
っ
て
、
経
済
産
業
大

臣
の
指
示
す
る
範
囲
内
の
も
の
と
す
る
。

別
表
第
三
を
削
る
。

（
貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

貿
易
関
係
貿
易
外
取
引
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
通
商
産
業
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
申
請
者
の
届
出
）

（
申
請
者
の
届
出
）

第
一
条
の
三

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
力
は
、

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
）
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

を
、
専
用
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
記
録
し
、
及
び
事
実
を
証
す
る
書
類
を
経
済
産

業
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
届

け
出
た
者
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
三

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
入
力
は
、

別
紙
様
式
第
六
の
三
に
よ
る
申
請
者
届
出
書
及
び

事
実
を
証
す
る
書
類
を
経
済
産
業
大
臣
に
提
出
す

る
こ
と
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
届
け
出
た
者
が
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に

変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
の

使
用
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に

そ
の
旨
を
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
を
し
た
者
は
、
届
け
出
た
事
項
に

変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織

（
専
用
電
子
計
算
機
と
特
定
入
出
力
装
置
と
を
電

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
使
用
を
廃
止
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
別
紙
様
式
第
六

の
三
に
よ
る
申
請
者
届
出
書
に
そ
の
旨
を
記
入

し
、
経
済
産
業
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

令和年月日 金曜日 第号官 報 



３

（
略
）

３

（
略
）

４

輸
出
貿
易
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
通
商
産

業
省
令
第
六
十
四
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項
の
届

出
又
は
輸
入
貿
易
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
通

商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
二
条
の
三
第
一
項

の
届
出
は
、
第
一
項
の
届
出
と
み
な
す
。

４

輸
出
貿
易
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
通
商
産

業
省
令
第
六
十
四
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
届
出
又
は
輸
入
貿
易
管
理

規
則
（
昭
和
二
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七

号
）
第
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ

れ
た
届
出
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ

た
届
出
と
み
な
す
。

別
紙
様
式
第
六
の
三
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
十
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

法

規

的

告

示

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

国
立
研
究
開
発
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所

国

立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

独
立
行
政
法
人
地

域
医
療
機
能
推
進
機
構

国
立
研
究
開
発
法
人
農

業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

国
立
研
究
開

発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機
構

国
立
研
究
開
発
法

人
水
産
研
究
・
教
育
機
構

国
立
研
究
開
発
法
人
土

木
研
究
所

国
立
研
究
開
発
法
人
建
築
研
究
所

国

立
研
究
開
発
法
人
海
上
・
港
湾
・
航
空
技
術
研
究
所

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援

機
構

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

独
立
行
政
法

人
都
市
再
生
機
構

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路

保
有
・
債
務
返
済
機
構

日
本
銀
行

日
本
赤
十
字

社

日
本
放
送
協
会

電
力
広
域
的
運
営
推
進
機
関

国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構

東
日
本
高
速
道

路
株
式
会
社

首
都
高
速
道
路
株
式
会
社

中
日
本

高
速
道
路
株
式
会
社

西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

国
立
研
究
開
発
法
人
防
災
科
学
技
術
研
究
所

国

立
研
究
開
発
法
人
量
子
科
学
技
術
研
究
開
発
機
構

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

独
立
行
政
法
人
地

域
医
療
機
能
推
進
機
構

国
立
研
究
開
発
法
人
農

業
・
食
品
産
業
技
術
総
合
研
究
機
構

国
立
研
究
開

発
法
人
森
林
研
究
・
整
備
機
構

国
立
研
究
開
発
法

人
水
産
研
究
・
教
育
機
構

国
立
研
究
開
発
法
人
土

木
研
究
所

国
立
研
究
開
発
法
人
建
築
研
究
所

国

立
研
究
開
発
法
人
海
上
・
港
湾
・
航
空
技
術
研
究
所

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援

機
構

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

独
立
行
政
法

人
都
市
再
生
機
構

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路

保
有
・
債
務
返
済
機
構

日
本
銀
行

日
本
赤
十
字

社

日
本
放
送
協
会

電
力
広
域
的
運
営
推
進
機
関

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

首
都
高
速
道
路
株

式
会
社

中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

西
日
本
高

速
道
路
株
式
会
社

阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社

本

阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社

本
州
四
国
連
絡
高
速

道
路
株
式
会
社

成
田
国
際
空
港
株
式
会
社

新
関

西
国
際
空
港
株
式
会
社

中
部
国
際
空
港
株
式
会
社

北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

東
日
本
旅
客
鉄
道

株
式
会
社

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

西
日
本
旅

客
鉄
道
株
式
会
社

四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

九

州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社

Ｎ
Ｔ
Ｔ

株
式
会
社

Ｎ
Ｔ
Ｔ

東
日
本
株
式
会
社

Ｎ
Ｔ
Ｔ

西
日
本
株
式
会
社

日
本
郵
便
株
式
会
社

東
京
瓦
斯
株
式
会
社

大
阪
瓦
斯
株
式
会
社

東
邦

瓦
斯
株
式
会
社

西
部
瓦
斯
株
式
会
社

岩
谷
産
業

株
式
会
社

ア
ス
ト
モ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ガ
ス
エ
ナ
ジ
ー

Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｏ
Ｓ

グ
ロ
ー
ブ
株
式
会
社

ジ
ク
シ
ス
株
式
会
社

出
光

興
産
株
式
会
社

太
陽
石
油
株
式
会
社

コ
ス
モ
石

油
株
式
会
社

富
士
石
油
株
式
会
社

Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｏ
Ｓ

株
式
会
社

日
本
通
運
株
式
会
社

福
山
通
運
株
式

会
社

佐
川
急
便
株
式
会
社

ヤ
マ
ト
運
輸
株
式
会

社

西
濃
運
輸
株
式
会
社

北
海
道
電
力
株
式
会
社

北
海
道
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社

東
北
電

州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社

成
田
国
際
空
港

株
式
会
社

新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社

中
部
国

際
空
港
株
式
会
社

北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

東
海
旅
客
鉄
道
株
式

会
社

西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

四
国
旅
客
鉄

道
株
式
会
社

九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

日
本
貨

物
鉄
道
株
式
会
社

Ｎ
Ｔ
Ｔ

株
式
会
社

Ｎ
Ｔ
Ｔ

東

日
本
株
式
会
社

Ｎ
Ｔ
Ｔ

西
日
本
株
式
会
社

日
本

郵
便
株
式
会
社

東
京
瓦
斯
株
式
会
社

大
阪
瓦
斯

株
式
会
社

東
邦
瓦
斯
株
式
会
社

西
部
瓦
斯
株
式

会
社

岩
谷
産
業
株
式
会
社

ア
ス
ト
モ
ス
エ
ネ
ル

ギ
ー
株
式
会
社

株
式
会
社
ジ
ャ
パ
ン
ガ
ス
エ
ナ

ジ
ー

Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｏ
Ｓ

グ
ロ
ー
ブ
株
式
会
社

ジ
ク
シ

ス
株
式
会
社

出
光
興
産
株
式
会
社

太
陽
石
油
株

式
会
社

コ
ス
モ
石
油
株
式
会
社

富
士
石
油
株
式

会
社

Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｏ
Ｓ

株
式
会
社

日
本
通
運
株
式
会

社

福
山
通
運
株
式
会
社

佐
川
急
便
株
式
会
社

ヤ
マ
ト
運
輸
株
式
会
社

西
濃
運
輸
株
式
会
社

北

海
道
電
力
株
式
会
社

北
海
道
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

株
式
会
社

東
北
電
力
株
式
会
社

東
北
電
力
ネ
ッ

力
株
式
会
社

東
北
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社

東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

東
京

電
力
ニ
ュ
ー
ア
ブ
ル
パ
ワ
ー
株
式
会
社

東
京
電
力

パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社

東
京
電
力
エ
ナ
ジ
ー

パ
ー
ト
ナ
ー
株
式
会
社

北
陸
電
力
株
式
会
社

北

陸
電
力
送
配
電
株
式
会
社

中
部
電
力
株
式
会
社

中
部
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社

中
部
電
力

ミ
ラ
イ
ズ
株
式
会
社

関
西
電
力
株
式
会
社

関
西

電
力
送
配
電
株
式
会
社

中
国
電
力
株
式
会
社

中

国
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社

四
国
電
力
株
式

会
社

四
国
電
力
送
配
電
株
式
会
社

九
州
電
力
株

式
会
社

九
州
電
力
送
配
電
株
式
会
社

沖
縄
電
力

株
式
会
社

株
式
会
社Ｊ

Ｅ
Ｒ
Ａ

電
源
開
発
株
式

会
社

電
源
開
発
送
変
電
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社

日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ

株
式
会

社

株
式
会
社Ｎ

Ｔ
Ｔ

ド
コ
モ

Ｎ
Ｔ
Ｔ

ド
コ
モ
ビ

ジ
ネ
ス
株
式
会
社

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社

楽

天
モ
バ
イ
ル
株
式
会
社

輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報

処
理
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー

カ
堂

イ
オ
ン
株
式
会
社

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

株

式
会
社
セ
ブ
ン

イ
レ
ブ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン

株
式
会

社
ロ
ー
ソ
ン

株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

株

ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社

東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

ス
株
式
会
社

東
京
電
力
ニ
ュ
ー
ア
ブ
ル
パ
ワ
ー
株

式
会
社

東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社

東
京
電
力
エ
ナ
ジ
ー
パ
ー
ト
ナ
ー
株
式
会
社

北
陸

電
力
株
式
会
社

北
陸
電
力
送
配
電
株
式
会
社

中

部
電
力
株
式
会
社

中
部
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株

式
会
社

中
部
電
力
ミ
ラ
イ
ズ
株
式
会
社

関
西
電

力
株
式
会
社

関
西
電
力
送
配
電
株
式
会
社

中
国

電
力
株
式
会
社

中
国
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会

社

四
国
電
力
株
式
会
社

四
国
電
力
送
配
電
株
式

会
社

九
州
電
力
株
式
会
社

九
州
電
力
送
配
電
株

式
会
社

沖
縄
電
力
株
式
会
社

株
式
会
社Ｊ

Ｅ
Ｒ

Ａ

電
源
開
発
株
式
会
社

電
源
開
発
送
変
電
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社

日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ

株
式
会
社

株
式
会
社Ｎ

Ｔ
Ｔ

ド
コ
モ

Ｎ
Ｔ
Ｔ

ド
コ
モ
ビ
ジ
ネ
ス
株
式
会
社

ソ
フ
ト
バ

ン
ク
株
式
会
社

楽
天
モ
バ
イ
ル
株
式
会
社

輸
出

入
・
港
湾
関
連
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

株

式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂

イ
オ
ン
株
式
会
社

ユ

ニ
ー
株
式
会
社

株
式
会
社
セ
ブ
ン

イ
レ
ブ
ン
・

ジ
ャ
パ
ン

株
式
会
社
ロ
ー
ソ
ン

株
式
会
社
フ
ァ

ミ
リ
ー
マ
ー
ト

株
式
会
社
セ
ブ
ン
＆
ア
イ
・
ホ
ー

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
七
号

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
災
害
対
策
基
本

法
第
二
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
指
定
公
共
機
関
の
件
（
昭
和
三
十
七
年
八
月
六
日
総
理

府
告
示
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂





附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

式
会
社
セ
ブ
ン
＆
ア
イ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

公

益
社
団
法
人
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会

一
般
社
団
法

人
全
国
建
設
業
協
会

公
益
社
団
法
人
日
本
医
師
会

一
般
社
団
法
人
日
本
建
設
業
連
合
会

一
般
社
団

法
人
全
国
中
小
建
設
業
協
会

一
般
社
団
法
人Ａ

Ｚ
Ｃ
Ｏ
Ｍ

丸
和
・
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

特
定
非

営
利
活
動
法
人
全
国
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
団
体

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ル
デ
ィ
ン
グ
ス

公
益
社
団
法
人
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク

協
会

一
般
社
団
法
人
全
国
建
設
業
協
会

公
益
社

団
法
人
日
本
医
師
会

一
般
社
団
法
人
日
本
建
設
業

連
合
会

一
般
社
団
法
人
全
国
中
小
建
設
業
協
会

一
般
社
団
法
人Ａ

Ｚ
Ｃ
Ｏ
Ｍ

丸
和
・
支
援
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
災
害
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
支
援
団
体
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

そ
の
他
告
示

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
外
務
省
告
示
第
三
百
九
十
二
号

次
の
旅
券
は
、
旅
券
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
返
納
命
令
に
応
じ
て
返
納
さ
れ
た
が
、
同
法
第
十
八

条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
効
力
を
失
う
べ
き

こ
と
を
適
当
と
認
め
た
の
で
、
左
記
冒
頭
に
記
載
の
年
月

日
に
効
力
を
失
っ
た
。

令
和
七
年
十
月
三
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

記

失
効
年
月
日

令
和
七
年
九
月
四
日

発
行
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

旅
券
番
号

Ｔ
Ｒ
五
〇
二
六
四
三
四

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
八
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

島
根
県
松
江
市
宍
道
町
上
来

待
二
五
七
七
、
二
五
八
四
、
二
五
九
〇
、
二
五
九
〇
の

一
、
二
五
九
二
、
二
六
〇
一
、
四
二
五
七
、
四
二
五
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ

る
。宍

道
町
上
来
待
二
五
七
七
・
二
五
八
四
・
二
五

九
〇
・
二
五
九
〇
の
一
・
二
六
〇
一
・
四
二
五

七
・
四
二
五
八
（
以
上
七
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。）

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐

採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
島
根
県
庁
及
び
松
江
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
八
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

島
根
県
松
江
市
宍
道
町
上
来

待
三
五
五
八
の
一
、
三
五
五
八
の
四

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
島

根
県
庁
及
び
松
江
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
九
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

鳥
取
県
東
伯
郡
三
朝
町
大
字

三
徳
字
下
段
原
頭
一
八
五
の
一
、
一
八
七
、
字
下
段
原

一
九
二
、
字
古
屋
敷
二
一
九
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。）、
二
一
八
、
二
二
九
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
鳥
取
県
庁
及
び
三
朝
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
九
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

鳥
取
県
八
頭
郡
八
頭
町
日
田

字
烏
帽
子
岩
五
七
三
、
字
崩
谷
一
三
八
六
の
二
（
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
一
四
一
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ

の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
鳥
取
県
庁
及
び
八
頭
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
九
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

鳥
取
県
八
頭
郡
八
頭
町
落
岩

字
段
所
三
九
二
、
三
九
二
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
鳥

取
県
庁
及
び
八
頭
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
千
四
百
九
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林

の
指
定
を
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

一

保
安
林
の
所
在
場
所

京
都
府
舞
鶴
市
字
桑
飼
上
小

字
栃
迫
一
八
二
五
の
一
か
ら
一
八
二
五
の
四
ま
で
、
小

字
小
原
栃
迫
一
〇
四
八
二
、
小
字
小
原
一
〇
四
八
二
の

一
、
一
〇
四
八
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木

は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の

も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間

及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
京

都
府
庁
及
び
舞
鶴
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。）





令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 四 百 九 十 四 号

森 林 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 四 十 九 号 ） 第

二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 次 の よ う に 保 安 林

の 指 定 を す る 。

令 和 七 年 十 月 三 日
農 林 水 産 大 臣 小 泉 進 次 郎

一 保 安 林 の 所 在 場 所 熊 本 県 上 益 城 郡 山 都 町 尾

野 尻 字 鏡 山 五 五 五 の 一 、 五 五 六 の 一 か ら 五 五 六

の 六 ま で 、 五 五 六 の 八 か ら 五 五 六 の 一 三 ま で 、

五 五 六 の 一 六 、 字 下 須 五 五 七 の 一 （ 次 の 図 に 示

す 部 分 に 限 る 。 ） 、 五 五 七 の 二 か ら 五 五 七 の 一 一

ま で 、 五 五 七 の 一 三 、 五 五 七 の 一 四 、 五 五 七 の

一 八 、 五 五 七 の 三 一 、 五 五 七 の 三 二 、 字 東 高 山

七 六 三 の 六

二 指 定 の 目 的 土 砂 の 流 出 の 防 備

三 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法

１ 次 の 森 林 に つ い て は 、 主 伐 は 、 択 伐 に よ

る 。
字 鏡 山 五 五 五 の 一 ・ 字 下 須 五 五 七 の 一 ・

五 五 七 の 二 ・ 五 五 七 の 四 ・ 字 東 高 山 七 六 三

の 六 （ 以 上 五 筆 に つ い て 次 の 図 に 示 す 部 分

に 限 る 。 ）

２ そ の 他 の 森 林 に つ い て は 、 主 伐 に 係 る 伐

採 種 を 定 め な い 。

３ 主 伐 と し て 伐 採 を す る こ と が で き る 立 木

は 、 当 該 立 木 の 所 在 す る 市 町 村 に 係 る 市 町

村 森 林 整 備 計 画 で 定 め る 標 準 伐 期 齢 以 上 の

も の と す る 。

４ 間 伐 に 係 る 森 林 は 、 次 の と お り と す る 。

立 木 の 伐 採 の 限 度 並 び に 植 栽 の 方 法 ・ 期 間

及 び 樹 種 次 の と お り と す る 。

（ 「 次 の 図 」 及 び 「 次 の と お り 」 は 、 省 略 し 、 そ

の 図 面 及 び 関 係 書 類 を 熊 本 県 庁 及 び 山 都 町 役 場 に

備 え 置 い て 縦 覧 に 供 す る 。 ）

〇 農 林 水 産 省 告 示 第 千 四 百 九 十 五 号

森 林 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 四 十 九 号 ） 第

二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 次 の よ う に 保 安 林

の 指 定 を す る 。

令 和 七 年 十 月 三 日
農 林 水 産 大 臣 小 泉 進 次 郎

一 保 安 林 の 所 在 場 所 熊 本 県 上 益 城 郡 山 都 町 北

中 島 字 前 畑 三 五 三 七 の 三 （ 次 の 図 に 示 す 部 分 に

限 る 。 ）

二 指 定 の 目 的 土 砂 の 流 出 の 防 備

三 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法

１ 次 の 森 林 に つ い て は 、 主 伐 は 、 択 伐 に よ

る 。
字 前 畑 三 五 三 七 の 三 （ 次 の 図 に 示 す 部 分

に 限 る 。 ）

２ そ の 他 の 森 林 に つ い て は 、 主 伐 に 係 る 伐

採 種 を 定 め な い 。

３ 主 伐 と し て 伐 採 を す る こ と が で き る 立 木

は 、 当 該 立 木 の 所 在 す る 市 町 村 に 係 る 市 町

村 森 林 整 備 計 画 で 定 め る 標 準 伐 期 齢 以 上 の

も の と す る 。

４ 間 伐 に 係 る 森 林 は 、 次 の と お り と す る 。

立 木 の 伐 採 の 限 度 次 の と お り と す る 。

（ 「 次 の 図 」 及 び 「 次 の と お り 」 は 、 省 略 し 、 そ

の 図 面 及 び 関 係 書 類 を 熊 本 県 庁 及 び 山 都 町 役 場 に

備 え 置 い て 縦 覧 に 供 す る 。 ）

〇 経 済 産 業 省 告 示 第 百 四 十 八 号

経 済 施 策 を 一 体 的 に 講 ず る こ と に よ る 安 全 保 障

の 確 保 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 令 和 四 年 法 律 第 四 十

三 号 ） 第 五 十 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 指 定 し た 特

定 社 会 基 盤 事 業 者 の 住 所 に 変 更 が あ っ た の で 、 同

条 第 二 項 後 段 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 示 す

る 。
令 和 七 年 十 月 三 日

経 済 産 業 大 臣 武 藤 容 治

一 特 定 社 会 基 盤 事 業 の 種 類

電 気 事 業 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ）

第 二 条 第 一 項 第 十 六 号 に 規 定 す る 電 気 事 業

二 特 定 社 会 基 盤 事 業 者 の 名 称

ひ び き 発 電 合 同 会 社

三 変 更 前 の 住 所

福 岡 県 北 九 州 市 若 松 区 向 洋 町 三 十 八 番 九 号

四 変 更 後 の 住 所

福 岡 県 北 九 州 市 若 松 区 向 洋 町 三 十 八 番 五 号

五 変 更 年 月 日

令 和 七 年 九 月 一 日

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 九 百 二 十 三 号

次 の 信 号 符 字 を 点 附 し た の で 、 船 舶 法 施 行 細 則

（ 明 治 三 十 二 年 逓 信 省 令 第 二 十 四 号 ） 第 十 九 条 の

規 定 に よ り 告 示 す る 。

令 和 七 年 十 月 三 日
国 土 交 通 大 臣 臨 時 代 理

国 務 大 臣 坂 井 学

信号符字 船 舶
番 号 船 名 点 附

年月日
令和

ＪＤ5533 144917 第八正進丸 7. 7. 7
ＪＤ5578 144987 ＳＨＩＲＡＫＡＢ

Ａ
7. 7. 7

７ＫＳＷ 144860 第三大師丸 7. 7. 8
ＪＤ5541 144750 第十三興徳丸 7. 7. 9
ＪＤ5565 144969 みつひろ10 7. 7.10
ＪＤ5517 144895 ブルーグレイス 7. 7.17
ＪＤ5546 144940 第十共栄丸 7. 7.17
ＪＤ5549 144944 第83天神丸 7. 7.17
ＪＤ5548 144942 海洋丸 7. 7.18
ＪＤ5553 144951 たいが 7. 7.18
ＪＤ5567 144971 鶴栄 7. 7.18
ＪＤ5569 144973 第五優昭丸 7. 7.22
ＪＤ5529 144911 第二十八光洋丸 7. 7.23
ＪＤ5564 144968 第七勝丸 7. 7.24
ＪＤ5540 144930 第三生洋丸 7. 7.28
ＪＤ5545 144939 力栄 7. 7.30
ＪＤ5547 144941 陸奥丸 7. 7.31
ＪＤ5562 144935 ＪＦＥ碧隆 7. 7.31
ＪＤ5528 144909 あいち丸 7. 8. 1
７ＫＳＱ 144923 ＯＮＥ ＨＯＵＳ

ＴＯＮ
7. 8. 5

ＪＤ5559 144960 ときわ 7. 8. 5
ＪＤ5563 144967 第三山田丸 7. 8. 5
ＪＤ5555 144957 鶴栄丸 7. 8.12
ＪＤ5570 144974 第七大盛丸 7. 8.13
ＪＤ5515 144893 第五十一和丸 7. 8.15
７ＫＳＭ 144912 第十八亀洋丸 7. 8.18
ＪＤ5586 145001 yamato80 7. 8.18
７ＫＲＰ 144854 ＴＥＴＨＹＳ Ｈ

ＩＧＨＷＡＹ
7. 8.20

ＪＤ5539 144929 幸丸 7. 8.21
７ＫＲＷ 144878 ＳＧ ＤＡＷＮ 7. 8.22
ＪＤ5543 144936 サミン 7. 8.22
ＪＤ5552 144949 第二十五伸興丸 7. 8.28

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 九 百 二 十 四 号

次 の 信 号 符 字 を 取 り 消 し た の で 、 船 舶 法 施 行 細

則 （ 明 治 三 十 二 年 逓 信 省 令 第 二 十 四 号 ） 第 十 九 条

の 規 定 に よ り 告 示 す る 。

令 和 七 年 十 月 三 日
国 土 交 通 大 臣 臨 時 代 理

国 務 大 臣 坂 井 学

信号符字 船 舶
番 号 船 名 取 消

年月日
令和

ＪＡＺＫ 129788 くろせ 7. 7. 2
ＪＤ2711 128569 はまなす 7. 7. 2
ＪＥ3102 132230 第七十七祐喜丸 7. 7. 2

ＪＫＱＱ 120114 海洋丸 7. 7. 3
ＪＮＵＵ 133511 かいりゅう 7. 7. 7
ＪＧ4820 131143 第八富士宮丸 7. 7. 7
ＪＩ3298 128698 フェリーくるしま 7. 7. 9
ＪＧ5450 135238 とねかぜ 7. 7.14
ＪＥ2964 132217 第六新興丸 7. 7.15
ＪＰＹＫ 132190 第151勝運丸 7. 7.16
ＪＨ3148 130033 第六十八漁徳丸 7. 7.16
ＪＭ6373 134463 第三十一周宝丸 7. 7.17
ＪＧ4155 121850 第二十八栄福丸 7. 7.22
ＪＭ5701 130344 フェリーなみじ 7. 7.22
ＪＭ6685 136852 さんふらわあ し

れとこ
7. 7.25

ＪＤ2662 140763 丸井丸 7. 7.28
ＪＤ2416 128555 第二十一万泰丸 7. 7.29
ＪＧ5374 136613 第二敦賀丸 7. 7.29
ＪＤ2603 127121 第七十一寿々丸 7. 8. 1
ＪＧ3207 114023 第五隠岐丸 7. 8. 4
ＪＦＣＬ 128130 第七開洋丸 7. 8.12
ＪＧ2167 110994 第五十三大春丸 7. 8.14
ＪＭ5790 130489 第一清光丸 7. 8.14
ＪＬ4896 124171 第三十八福吉丸 7. 8.20
ＪＤ4845 143892 磐梯丸 7. 8.25
ＪＫ5002 131736 春光丸 7. 8.26
ＪＪ3793 132292 新ひめじ 7. 8.28
ＪＤ2413 124478 早来丸 7. 8.29
ＪＩ3615 135039 ＫＥＳＯＲＡ号 7. 8.29

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 九 百 二 十 五 号

次 の 船 舶 国 籍 証 書 を 無 効 と し た の で 、 船 舶 法 施

行 細 則 （ 明 治 三 十 二 年 逓 信 省 令 第 二 十 四 号 ） 第 四

十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 告 示 す る 。

令 和 七 年 十 月 三 日
国 土 交 通 大 臣 臨 時 代 理

国 務 大 臣 坂 井 学

証書番号 証書の
日 付

船 舶
番 号 船 名

平成
Ａ221711026 7.10.20 121910 第七十三千代

丸
Ａ05131146 17. 4. 8 130233 第一拓竜丸
Ａ10151047 22. 7.16 141285 和丸
Ａ181414003 30.10.18 124171 第三十八福吉

丸
令和

Ａ221711026 4. 6.13 120819 旭丸
Ａ221711025 4. 6.13 120821 第三旭丸
Ａ241913015 6. 8.30 133511 かいりゅう
Ａ251414001 7. 3.31 134332 第八大都丸
Ａ251112004 7. 5.30 132190 第151勝運丸





人
事
異
動

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
二
十
六
号

次
の
船
舶
国
籍
証
書
は
無
効
と
な
っ
た
の
で
、
船
舶
法

施
行
細
則
（
明
治
三
十
二
年
逓
信
省
令
第
二
十
四
号
）
第

四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日

国
土
交
通
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

坂
井

学

証
書
番
号

証
書
の

日
付

船
舶

番
号

船
名

令
和

Ａ
211911005

3.
3.18

130489
第
一
清
光
丸

Ａ
231918006

5.
6.20

130040
安
誠
丸

〇
九
州
地
方
整
備
局
告
示
第
百
十
三
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日

九
州
地
方
整
備
局
長

垣
下

禎
裕

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

三
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

熊
本
市
北
区
植
木
町
植
木
三
五
二
番
か
ら
同
市
北
区
植
木
町

植
木
三
四
三
番
ま
で

前後

一
五
・
〇
〇
〜
三
三
・
一
三

一
五
・
〇
〇
〜
一
五
・
七
〇

〇
・
〇
五
一

〇
・
〇
五
一

図
面
縦
覧
場
所

九
州
地
方
整
備
局
及
び
同
局
熊
本
河
川
国
道
事
務
所

〇
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
七
十
六
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日

東
北
地
方
整
備
局
長

西
村

拓

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

図
面
縦
覧
場
所

十

三

号

湯
沢
市
小
野
字
橋
本
一
一
〇
番
か
ら
同
市
桑
崎
字
上
谷
地
二
六
一

番
一
ま
で

東
北
地
方
整
備
局
及
び
同
局
湯

沢
河
川
国
道
事
務
所

供
用
開
始
の
期
日

令
和
七
年
十
月
三
日

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
二
十
七
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）

第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
愛
宕
地
区
第
一
種
市

街
地
再
開
発
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日

国
土
交
通
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

坂
井

学

一

市
街
地
再
開
発
事
業
の
種
類
及
び
名
称

愛
宕
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

二

事
業
施
行
期
間

事
業
計
画
の
認
可
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
十
四
年
度

ま
で

三

施
行
地
区

東
京
都
港
区
愛
宕
一
丁
目
の
一
部

四

施
行
者
の
名
称

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構

五

事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
中
央
区
八
重
洲
一
丁
目
三
番
七
号

六

施
行
規
程
及
び
事
業
計
画
の
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
一
月
二
十
日

七

施
行
規
程
又
は
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
五
年
六
月
九
日
（
第
一
回
変
更
）

令
和
七
年
十
月
三
日
（
第
二
回
変
更
）

〇
京
都
府
公
安
委
員
会
告
示
第
百
五
十
六
号

次
の
指
定
暴
力
団
に
つ
き
、
公
示
事
項
の
一
部
に
変
更

が
あ
っ
た
の
で
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
七

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
三
日

京
都
府
公
安
委
員
会
委
員
長

在
田

正
秀

指
定
暴
力
団

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日
京
都
府
公
安
委
員
会
告

示
配
第
一
号
に
係
る
指
定
番
号
六
一
二
五
ー
一
の
指

定
暴
力
団
八
代
目
会
津
小
鉄
会

変
更
前名

称

八
代
目
会
津
小
鉄
会

変
更
後名

称

八
代
目
会
津
小
鉃

内

閣

〇
内
閣
総
理
大
臣
海
外
出
張

内
閣
総
理
大
臣
石
破
茂
は
九
月
三
十
日
大
韓
民
国
へ
出

張
の
た
め
出
発
し
た
。

〇
内
閣
総
理
大
臣
海
外
出
張

内
閣
総
理
大
臣
石
破
茂
は
大
韓
民
国
へ
出
張
の
と
こ
ろ

十
月
一
日
帰
朝
し
た
。

嶋
末

和
秀

萩
原

孝
基

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る
（
各
通
）（
十
月
一

日
）

（
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
付
）
厚
生

労
働
事
務
官

榎
本
健
太
郎

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
感
染
症
危

機
管
理
統
括
庁
））に
昇
任
さ
せ
る

内
閣
官
房
副
長
官
補
付
に
併
任
す
る

（
外
務
省
大
臣
官
房
参
事
官
（
中
東

ア
フ
リ
カ
局
ア
フ
リ
カ
部
、
国
際

協
力
局
））外
務
事
務
官

村
上

顯
樹

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
副
長

官
補
付
））に
昇
任
さ
せ
る

（
外
務
省
在
ウ
ィ
ー
ン
日
本
政
府
代

表
部
公
使
）
外
務
事
務
官

谷
内

一
智

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
情
報
調
査
室
内
閣
衛
星
情

報
セ
ン
タ
ー
管
理
部
総
務
課
長
）
に
転
任
さ
せ
る

（
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
審
議
官

（
職
業
安
定
、
労
働
市
場
政
策
担

当
））厚
生
労
働
事
務
官

古
舘

哲
生

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
副
長

官
補
付
））に
併
任
す
る

（
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
）
検
事

山

真
人

（
経
済
産
業
省
通
商
政
策
局
国
際
経

済
部
参
事
官
（
経
済
連
携
交
渉
官
））

経
済
産
業
事
務
官

田
村

英
康

内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長

官
補
付
））に
併
任
す
る
（
各
通
）

（
内
閣
官
房
国
家
安
全
保
障
局
）
内

閣
事
務
官

槙
島

爲
朗

内
閣
官
房
内
閣
参
事
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
に
併

任
す
る（

内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
感

染
症
危
機
管
理
統
括
庁
））内
閣
事

務
官

中
村

博
治

厚
生
労
働
省
に
出
向
さ
せ
る

内
閣
官
房
副
長
官
補
付
の
併
任
を
解
除
す
る

（
内
閣
官
房
内
閣
審
議
官
（
内
閣
官

房
副
長
官
補
付
））内
閣
事
務
官

田
島

浩
志

（
内
閣
官
房
内
閣
情
報
調
査
室
内
閣

衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
管
理
部
総
務

課
長
）
同

坂
田
奈
津
子

外
務
省
に
出
向
さ
せ
る
（
各
通
）（
以
上
十
月
一
日
）

内

閣

府

江
花

史
郎

遠
藤
友
美
子

大
藪

千
穂

岡
田

美
保

柿
野

成
美

（
山
村

成
美
）

角
正

康
弘

角
山

信
司

久
波

一
行

倉
本

勝
也

小
井
戸
あ
や
乃

坂
本

有
芳

佐
紺

摂
子

末
吉

里
花

高
比
良
直
子

楯

美
和
子

土
田

敦
久

並
木

茂
男

原
田

由
里

宮
木
由
貴
子

消
費
者
教
育
推
進
会
議
委
員
に
任
命
す
る
（
各
通
）（
十
月

一
日
）





皇 室 事 項

官 庁 報 告

令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報

法 務 省

明 石 純 一 川 村 真 理 外 ノ 池 佳 子

北 中 眞 人 今 井 將 人 川 本 日 子

難 民 審 査 参 与 員 に 任 命 す る （ 各 通 ）

（ 東 京 高 等 裁 判 所 判 事 兼 東 京 簡

易 裁 判 所 判 事 ） 判 事 兼 簡 易 裁

判 所 判 事 森 田 強 司

検 事 一 級 （ 東 京 高 等 検 察 庁 検 事 ） に 任 命 す る

法 務 省 大 臣 官 房 付 に 充 て る

（ 東 京 高 等 検 察 庁 検 事 兼 東 京 地

方 検 察 庁 検 事 ） 検 事 栗 木 傑

法 務 省 刑 事 局 国 際 刑 事 管 理 官 に 充 て る

東 京 地 方 検 察 庁 検 事 の 併 任 を 解 除 す る

（ 東 京 高 等 検 察 庁 検 事 法 務 省 刑

事 局 国 際 刑 事 管 理 官 ） 同 山 真 人

法 務 省 刑 事 局 国 際 刑 事 管 理 官 に 充 て る こ と を 解 く

（ 千 葉 地 方 検 察 庁 検 事 ） 同 齋 藤 拓 也

東 京 地 方 検 察 庁 検 事 に 配 置 換 す る

（ 大 阪 地 方 検 察 庁 検 事 ） 同 芹 田 河 保

名 古 屋 地 方 検 察 庁 検 事 に 配 置 換 す る

（ 松 阪 区 検 察 庁 副 検 事 ） 副 検 事 田 佳 奈

（ 熊 野 区 検 察 庁 副 検 事 ） 同 矢 野 義 徳

津 区 検 察 庁 副 検 事 に 配 置 換 す る （ 各 通 ）

（ 津 区 検 察 庁 副 検 事 ） 同 吉 田 亮

松 阪 区 検 察 庁 副 検 事 に 配 置 換 す る

（ 同 ） 同 吉 原 理 也

熊 野 区 検 察 庁 副 検 事 に 配 置 換 す る （ 以 上 十 月 一 日 ）

会 計 検 査 院

（ 外 務 省 大 臣 官 房 政 策 立 案 参 事

官 （ 報 道 ・ 広 報 ・ 文 化 交 流 担

当 ） ） 外 務 事 務 官 金 子 万 里 子

会 計 検 査 院 事 務 官 （ 事 務 総 長 官 房 審 議 官 ） に 転 任

さ せ る

事 務 総 長 官 房 担 当 を 命 ず る

（ 事 務 総 長 官 房 審 議 官 （ 事 務 総

長 官 房 担 当 ） ） 会 計 検 査 院 事 務

官 山 本 敏 生

外 務 省 に 出 向 さ せ る （ 以 上 十 月 一 日 ）

御 祝 電
天 皇 陛 下 は 、 ギ ニ ア の 独 立 記 念 日 に つ き 、 九 月

三 十 日 同 国 暫 定 大 統 領 閣 下 へ 御 祝 電 を 発 せ ら れ

た 。
御 答 信

天 皇 陛 下 か ら 八 月 十 八 日 マ ル タ 大 統 領 閣 下 へ 発

せ ら れ た 御 弔 電 に 対 し 、 九 月 十 九 日 御 答 信 が あ っ

た 。
御 答 電

天 皇 陛 下 か ら 六 月 十 三 日 英 国 国 王 陛 下 へ 発 せ ら

れ た 御 祝 電 に 対 し 、 九 月 十 二 日 御 答 電 が あ っ た 。





公 告

令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報

諸 事 項

農業協同組合法第73条第４項
で準用する同法第64条の２第
１項の届出に関する公告

下記に掲げる農事組合法人であって、本日現在
において、当該農事組合法人に関する登記が最後
にあった日から５年を経過したものは、事業を廃
止していないときは、本公告掲載の日の翌日から
起算して２月以内に農業協同組合法施行規則（平
成17年農林水産省令第27号）第208条の２で定め
るところにより、所管の行政庁に、その旨の届出
をされたい。
なお、当該農事組合法人が本公告掲載の日の翌
日から起算して２月以内に、その届出をせず、ま
た、当該農事組合法人に関する登記がされないと
きは、当該農事組合法人は、その期間の満了の時
に解散したものとみなされる。
令和７年 10 月３日

農林水産大臣 小泉進次郎
記

農事組合法人コンプリートジャパン
福島県いわき市常磐西郷町銭田工業団地104
10ＫＳビル１Ｆ

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告





令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報





令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報 失 踪 宣 告

失踪に関する届出の催告

公 示 催 告

相続権主張の催告





令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報
除 権 決 定

破産手続開始






令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続廃止






令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続廃止及び免責許可決定

破産手続終結






令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結及び免責許可決定






令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報

破産債権の届出期間及び一般
調査期日

書面による計算報告

免責許可申立てに関する意見
申述期間






令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報

特別清算開始

特別清算協定認可

令和７年（ヒ）第２０６６号
東京都新宿区西新宿６丁目11番３号Ｄタワー
西新宿10階
清算株式会社 株式会社レッドチリ
代表清算人 水原 祥吾
１ 決定年月日 令和７年９月12日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

東京地方裁判所民事第20部
令和７年（ヒ）第１００７号
横浜市鶴見区矢向６丁目６番13号
清算株式会社 株式会社川崎管財
代表清算人 岡田 恭平
１ 決定年月日 令和７年９月16日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

横浜地方裁判所第３民事部
令和７年（ヒ）第３０２６号
大阪府岸和田市宮本町40番１号
清算株式会社 株式会社ＫＹＯＵＺＩ
代表清算人 長石倉 豪
１ 決定年月日 令和７年９月17日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

大阪地方裁判所第６民事部

令和７年（ヒ）第１０１号
鹿児島県奄美市名瀬大字浦上1288番地133
清算株式会社 株式会社名瀬管理
代表清算人 髙橋 修平
１ 決定年月日 令和７年９月11日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
第１ 通則
１ 協定債権
協定債権とは、株式会社名瀬管理（以下
「清算株式会社」という。）に対し、特別清
算開始決定前の原因に基づいて生じた債権
元本、利息及び遅延損害金をいい、同債権
を有するものを「債権者」という。
２ 債権譲渡等がなされた場合の取扱い
特別清算開始決定日以降、協定債権の譲
渡、代位弁済、合併、会社分割等を原因と
して、協定債権の全部または一部について
協定債権者の変更があった場合において
も、権利の変更は、別表の「協定債権額」
欄記載の各金額を基準として行う。

３ 弁済基準額
弁済基準額とは、各協定債権者が清算株
式会社に対して有する協定債権の内、利息
及び遅延損害金を除いた債権元本の額をい
う。
４ 端数の処理
権利の変更の結果生じる１円未満の端数
は切り捨てる。
５ 弁済の方法
本協定に基づく弁済は、協定債権者の指
定する銀行預金口座宛に振込送金する方法
により行うものとし、振込送金にかかる費
用は清算株式会社の負担とする。

第２ 一般債権
１ 最終弁済
清算株式会社は、各協定債権者に対し、
本協定の認可決定が確定した日から１か月
以内に、清算株式会社が有する現預金（預
け金を含む）から必要な費用を控除した残
額を弁済原資とし、弁済基準額を基準に按
分比例して弁済する。
２ 免除
 清算株式会社は、協定認可決定確定日
に、協定債権のうち利息及び遅延損害金
について、全額免除を受ける。
 清算株式会社は、協定認可決定確定日
に、協定債権者喜元健一郎及び喜元リウ
子の債権全額について、債務の免除を受
ける。
 清算株式会社は、第１項における弁済
と同時に、協定債権額から既弁済額を控
除した協定債権元本の残額について、そ
の債務の免除を受ける。

３ 追加弁済
前記最終弁済後、清算株式会社に新たに
財産が発見されたときは、これを速やかに
換価し、その換価費用その他優先債権等を
控除した残額を追加弁済の原資とし、各協
定債権者の弁済基準額から最終弁済額を控
除した残額を基準に按分比例して追加弁済
する。この場合においては、最終弁済と同
時に生じた免除の効力は、追加弁済額の限
度で遡って効力を失う。

第３ 優先債権、共益債権の弁済
国税徴収法又は国税徴収の例により徴収
することを得べき債権、労働債権等の優先
債権及び協定債権者の共同の利益のために
する裁判上の費用、清算業務の遂行に要す
る費用等の共益債権については随時弁済す
る。

鹿児島地方裁判所名瀬支部

監 督 命 令 監督命令取消

再生手続終結

小規模個人再生による再生手
続開始






令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報
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和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報
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



令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定





令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報






令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報

給与所得者等再生による再生
手続開始

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画認可






令
和

年


月

日
金
曜
日

第




号

官
報

所在等不明共有者の持分の取
得の裁判に関する異議の催告

所有者不明土地及び建物管理
命令に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告






令和年月日 金曜日 第号官 報

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
、乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
二
〇
二
六
年
一
月
一
日
に
な
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
を
提

出
済
。

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.n
a
g
a
n
o
b
a
n
k
.co
.jp

令
和
七
年
十
月
三
日

長
野
県
長
野
市
大
字
中
御
所
字
岡
田
一
七
八
番
地
八

（
甲
）
株
式
会
社
八
十
二
銀
行

取
締
役
頭
取

松
下

正
樹

長
野
県
松
本
市
渚
二
丁
目
九
番
三
八
号

（
乙
）
株
式
会
社
長
野
銀
行

取
締
役
頭
取

西
澤

仁
志

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
い
た
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
://w
w
w
.h
2o -reta

ilin
g
.co
.jp
/

k
o
u
k
o
k
u
/g
ro
u
p
k
o
u
k
o
k
u

（
乙
）h

ttp
://w
w
w
.k
a
n
sa
isu
p
er.co

.jp
/

令
和
七
年
十
月
三
日

大
阪
市
北
区
角
田
町
八
番
七
号

（
甲
）
イ
ズ
ミ
ヤ
・
阪
急
オ
ア
シ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

林

克
弘

兵
庫
県
伊
丹
市
中
央
五
丁
目
三
番
三
八
号

（
乙
）
株
式
会
社
関
西
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

中
西

淳

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
及
び
乙
）h

ttp
://w
w
w
.k
a
n
sa
isu
p
er.co

.jp
/

令
和
七
年
十
月
三
日

兵
庫
県
伊
丹
市
中
央
五
丁
目
三
番
三
八
号

（
甲
）
株
式
会
社
関
西
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

中
西

淳

兵
庫
県
伊
丹
市
中
央
五
丁
目
三
番
三
八
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｋ
Ｓ
Ｐ

代
表
取
締
役

中
西

淳

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
株
式
会
社
デ
ジ

タ
ル
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
の
株
式
保
有
事
業
に
関
す
る
権

利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日

掲
載
頁

二
一
一
頁
（
号
外
第
二
一
七
号
）

令
和
七
年
十
月
三
日

東
京
都
港
区
赤
坂
五
丁
目
三
番
一
号

（
甲
）
株
式
会
社
博
報
堂
Ｄ
Ｙ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
ス

代
表
取
締
役
社
長

西
山

泰
央

東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
四
丁
目
二
番
一
一
号

ア
ビ
ス
タ
市
ヶ
谷
ビ
ル
二
階
Ｃ

（
乙
）
Ｈ
Ｉ
Ｂ
Ｃ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鉢
嶺

登

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
株
式
会
社
デ
ジ

タ
ル
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
の
株
式
保
有
事
業
に
関
す
る
権

利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
三
十
日

掲
載
頁

一
四
〇
頁
（
号
外
第
二
一
九
号
）

令
和
七
年
十
月
三
日

東
京
都
港
区
赤
坂
五
丁
目
三
番
一
号

（
甲
）
株
式
会
社
博
報
堂
Ｄ
Ｙ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
ス

代
表
取
締
役
社
長

西
山

泰
央

東
京
都
渋
谷
区
広
尾
四
丁
目
一
番
三
一

一
〇
〇

七
号

（
乙
）
株
式
会
社
タ
イ
ム
・
ア
ン
ド
・
ス
ペ
ー
ス

代
表
取
締
役

野
内

敦

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

組
織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
ミ
ラ
イ
ズ
ラ
イ
ン
と

し
、
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日
で
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
日

札
幌
市
東
区
北
四
十
四
条
東
十
三
丁
目
四
番
一
〇
号

合
同
会
社
糸

代
表
社
員

工
藤

翔
大

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
日

北
海
道
富
良
野
市
字
下
御
料
一
九
九
〇
番
地
一
六

合
同
会
社
和
み
村

代
表
社
員

木
野

廣
光

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
十
日
で
あ
り
、
組
織

変
更
後
の
商
号
は
神
流
振
興
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
日

群
馬
県
多
野
郡
神
流
町
大
字
万
場
四
〇
番
地

神
流
振
興
合
同
会
社

代
表
社
員

石
坂
恵
美
子

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
十
五
日
で
あ
り
、
組

織
変
更
後
の
商
号
は
Ｚ
Ｋ
Ｓ
Ｃ
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
二
番
二
号
二
Ｆ

合
同
会
社
Ｆ
ｏ
ｋ
ｅ
ｎ
３

代
表
社
員

崔

進

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
四
日
で
あ
り
、
組
織

変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ｃ
３
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
日

石
川
県
輪
島
市
河
井
町
二
〇
部
一
番
地
四
〇

合
同
会
社
Ｃ
３

代
表
社
員

酒
井
涼
太
郎

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
二
月
二
十
日
で
あ
り
、
組

織
変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
日
回
り
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
日

愛
知
県
犬
山
市
字
舟
田
一
番
地
の
二

合
資
会
社
日
回
り

代
表
社
員

稲
山

誠

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
一
月
二
十
日
で
あ
り
、
組

織
変
更
後
の
商
号
は
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｙ
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
日

京
都
市
右
京
区
西
院
西
田
町
四
八
番
地
ア
ク
シ
ス

葛
野
二
〇
一

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｙ
合
同
会
社

代
表
社
員

大
森

真

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
六
千
六
十
万
二
千
四
百

円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
令
和
七
年
十
一
月
四
日
ま
で
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
七
年
十
月
三
日

東
京
都
文
京
区
小
石
川
一
丁
目
四

一

株
式
会
社
Ｊ
Ｄ
Ｓ
Ｃ

代
表
取
締
役

加
藤

聡
志





令和年月日 金曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
五
百
万
円
減
少
し
て
一

億
円
と
し
、
減
少
額
全
額
を
資
本
準
備
金
と
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.n
iitsu -cc.co

.jp

令
和
七
年
十
月
三
日

新
潟
県
新
潟
市
秋
葉
区
田
家
八
五
〇
〇
番
地

新
潟
観
光
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
田

至
夫

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
千
三
百
万
円
減
少
し
、
五

千
五
百
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
効
力
発
生

日
は
令
和
七
年
十
一
月
五
日
で
あ
り
、
株
主
総
会
の
決
議

は
令
和
七
年
七
月
一
日
に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
決

定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日

か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
最
終
貸

借
対
照
表
は
令
和
七
年
八
月
十
九
日
掲
載
の
官
報
五
十
五

頁
（
号
外
第
一
八
七
号
）
に
開
示
し
て
お
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
日

静
岡
県
賀
茂
郡
河
津
町
見
高
字
長
野
泉
水
二
三
一

六
番
地
の
二
三

株
式
会
社
島
崎
技
研

代
表
取
締
役

島
﨑

仁
美

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
二
百
万
円
減
少
し
八
百

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
三
日

大
阪
府
堺
市
西
区
平
岡
町
三
八
番
地
一

株
式
会
社
ホ
ッ
ト
ス
タ
ッ
フ
堺

代
表
取
締
役

濱
口

剛
史

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
百
六
十
万
円
減
少
し
五
百

六
十
万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
三
日

島
根
県
益
田
市
高
津
五
丁
目
三
二
番
五
二
号

有
限
会
社
三
浦
商
事

代
表
取
締
役

三
浦

良
三

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
九
九
〇
〇
万
円
減
少
し
、
〇

円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

た
だ
し
、
同
時
に
株
式
の
発
行
に
よ
り
増
額
い
た
し
ま

す
の
で
、
効
力
発
生
日
後
の
資
本
金
の
額
は
同
日
前
を
下

回
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://to

w
n -g
ro
u
p
.co
.jp
/a
b
o
u
t/

k
essa
n
̲k
o
u
k
o
k
u
/in
d
ex
/

令
和
七
年
十
月
三
日

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
一
丁
目
一
三
番
三
一
号

株
式
会
社
タ
ウ
ン
ハ
ウ
ジ
ン
グ
福
岡

代
表
取
締
役

新
田

泉

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三
億
四
千
九
百
六
十
九

万
四
千
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
二
十
四
日

掲
載
頁

八
十
一
頁
（
号
外
第
二
一
三
号
）

令
和
七
年
十
月
三
日

東
京
都
世
田
谷
区
池
尻
三
丁
目
一
番
三
号

ム
ト
ー
ア
イ
テ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
林

裕
輔

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
利
益
準
備
金
の
額
を
九
億
八
千
二
百
五
十
万

円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
六
日

掲
載
頁

四
十
四
頁
（
号
外
第
八
十
六
号
）

令
和
七
年
十
月
三
日

東
京
都
港
区
芝
浦
三
丁
目
四
番
一
号

株
式
会
社
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
ブ

代
表
取
締
役

河
野

行
成

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
千
万
円
、
資
本
準
備
金
の

額
を
九
千
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
七
日

掲
載
頁

六
十
九
頁
（
号
外
第
七
十
八
号
）

令
和
七
年
十
月
三
日

東
京
都
新
宿
区
西
早
稲
田
一
丁
目
九
番
一
二
号

株
式
会
社
早
稲
田
大
学
出
版
部

代
表
取
締
役

須
賀

晃
一

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
六
千
五
百
九
十
万
円
、
資
本

準
備
金
の
額
を
一
億
六
千
五
百
八
十
万
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
十
月
三
日

東
京
都
新
宿
区
下
宮
比
町
一
番
四
号

株
式
会
社
エ
ム
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

神
永

信
吾

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
五
千
万
円
、
資
本
準
備

金
の
額
を
五
億
七
千
七
百
八
十
七
万
五
千
二
百
七
十
一
円

減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
億
円
、
〇
円
と
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
九
月
二
十
九
日
に
終

了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
十
三
日

掲
載
頁

一
一
四
頁
（
号
外
第
一
〇
五
号
）

令
和
七
年
十
月
三
日

東
京
都
品
川
区
西
五
反
田
二
丁
目
一
五
番
七
号

株
式
会
社
セ
ン
ト
ラ
ル
フ
ー
ズ

代
表
取
締
役

鎌
田

晶
裕

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
万
円
、
資
本
準
備
金
の

額
を
一
千
三
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
九
日

掲
載
頁

六
十
二
頁
（
号
外
第
二
〇
三
号
）

令
和
七
年
十
月
三
日

福
岡
市
南
区
野
間
一
丁
目
一
一
番
二
五
号
新
松
嵜

ビ
ル
一
〇
五
号

株
式
会
社
粧
和

代
表
取
締
役

諸
正

和
彦

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
一
月
四
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
十
七
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
そ

の
所
有
す
る
株
式
一
株
を
十
株
と
す
る
株
式
分
割
に
よ
り

株
式
の
割
当
て
を
受
け
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告

し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
日

横
浜
市
旭
区
二
俣
川
二
丁
目
五
〇
番
地
一
四

グ
レ
ー
シ
ア
タ
ワ
ー
二
俣
川
一
八
一
五

有
限
会
社
ユ
ー
エ
ス

代
表
取
締
役

内
田

正
子

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
日

茨
城
県
古
河
市
丘
里
八
番
地

東
京
カ
ラ
ー
グ
ラ
ビ
ヤ
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

下
田

公
博

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
十
九
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
日

静
岡
県
富
士
市
今
泉
五
三
五
番
地
の
二

株
式
会
社
丸
元
紙
業

代
表
取
締
役

菊
池

秀
子

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
十
月
十
八
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
日

名
古
屋
市
中
区
千
代
田
五
丁
目
二
三
番
一
八
号

株
式
会
社
太
玉
商
会

代
表
取
締
役

浅
野

文
康


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務
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令和年月日 金曜日 第号官 報

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
三
十
三
億
五
千
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
五
日

掲
載
頁

四
十
五
頁
（
号
外
第
八
十
五
号
）

令
和
七
年
十
月
三
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
六
番
一
一
号
ア
ー
ス

タ
ッ
ク
ス
税
理
士
法
人
内

Ｍ
ａ
ｒ
ｖ
ｅ
ｌ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
一
〇
九
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
十
六
億
七

千
二
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
令
和
七
年
九
月
二
十
五
日
付
官
報
の
号
外
第
二
百

十
四
号
百
十
五
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号

ア
ー
ル
イ
ー
エ
フ
ツ
ー
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ツ

特
定
目
的
会
社

取
締
役

粟
国

正
樹

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
二
億
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
の
開
示

状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
日

掲
載
頁

七
十
二
頁
（
号
外
第
一
一
〇
号
）

令
和
七
年
十
月
三
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号
日
本
橋

一
丁
目
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

ラ
ム
特
定
目
的
会
社

取
締
役

田
渕

安
春

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
二
万
四
千
口
を
消
却
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優
先
出
資
証
券
を

所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
七
年
十
一
月

五
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
十
月
三
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号
日
本
橋

一
丁
目
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

ラ
ム
特
定
目
的
会
社

取
締
役

田
渕

安
春

訂
正
公
告

令
和
七
年
七
月
二
十
九
日
（
号
外
第
一
七
二
号
）
掲
載

の
被
相
続
人
亡
西
川
博
幸
に
係
る
相
続
債
権
者
受
遺
者
へ

の
請
求
申
出
の
催
告
中
、相
続
財
産
清
算
人
の
住
所
中「
佐

賀
県
婦
人
会
館
」
に
三
階
を
加
え
、
最
終
行
は
「
相
続
財

産
清
算
人
弁
護
士
法
人
朋
楠
・
わ
か
く
す
法
律
事
務
所
」

の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
日

扱

店

取
消
公
告

令
和
七
年
九
月
三
十
日
掲
載
の
吸
収
分
割
公
告
は
、
取

り
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
十
月
三
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
二
丁
目
一
五
番
二
号
Ｋ
Ｒ
Ｇ

ｉ
ｎ
ｚ
ａ
Ⅱ
七
Ｆ

（
甲
）
Ｃ
Ｅ
Ｓ
岩
手
太
陽
光
発
電
所
合
同
会
社

代
表
社
員

一
関
一
太
陽
光
発
電
所
一
般
社

団
法
人

職
務
執
行
者

本
間

理
志

東
京
都
中
央
区
銀
座
二
丁
目
一
五
番
二
号
Ｋ
Ｒ
Ｇ

ｉ
ｎ
ｚ
ａ
Ⅱ
八
Ｆ

（
乙
）
Ｉ
ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｏ
ｓ
ｅ
ｋ
ｉ
Ｓ
ｏ
ｌ
ａ
ｒ

Ｐ
ｏ
ｗ
ｅ
ｒ
一
合
同
会
社

代
表
社
員

Ｃ
Ｅ
Ｓ
岩
手
太
陽
光
発
電
所
合

同
会
社

職
務
執
行
者

本
間

理
志

令
和
七
年
八
月
一
日
（
号
外
第
百
七
十
六
号
）
公
布
政

令
第
二
百
七
十
三
号
（
外
務
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
）
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